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保育
短時間

保育
標準時間

保育
短時間

保育
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第１ Ａ01 0 0 0 0

第２ Ｂ02 市民税非課税世帯 　非課税世帯 0 0 0 0

Ｃ01 　市長が認める世帯 13,750 14,000 0 0

Ｃ02 市民税所得割課税額 　均等割のみ課税世帯 14,750 15,000 0 0

Ｃ03 48,600円未満 　所得割額が24,300円未満の世帯 15,750 16,000 0 0

Ｃ04 　所得割額が24,300円以上48,600円未満の世帯 16,750 17,000 0 0

Ｄ01 　48,600円以上57,700円未満の世帯 0 0

　57,700円以上58,600円未満の世帯 0 0

Ｄ02 市民税所得割課税額 　58,600円以上68,200円未満の世帯 20,500 21,000 0 0

Ｄ03Ａ 48,600円以上 　68,200円以上77,101円未満の世帯 22,500 23,000 0 0

Ｄ03Ｂ 97,000円未満 　77,101円以上77,800円未満の世帯 22,500 23,000 0 0

Ｄ04 　77,800円以上87,400円未満の世帯 24,500 25,000 0 0

Ｄ05 　87,400円以上97,000円未満の世帯 27,500 28,000 0 0

Ｄ06 市民税所得割課税額 　97,000円以上121,000円未満の世帯 31,500 32,000 0 0

第５ Ｄ07 97,000円以上 　121,000円以上145,000円未満の世帯 34,500 35,000 0 0

Ｄ08 169,000円未満 　145,000円以上169,000円未満の世帯 37,500 38,000 0 0

Ｄ09 市民税所得割課税額 　169,000円以上202,000円未満の世帯 39,500 40,000 0 0

第６ Ｄ10 169,000円以上 　202,000円以上235,000円未満の世帯 42,500 43,000 0 0

Ｄ11 301,000円未満 　235,000円以上268,000円未満の世帯 45,500 46,000 0 0

Ｄ12 　268,000円以上301,000円未満の世帯 46,500 47,000 0 0

第７ Ｄ13 市民税所得割課税額 　301,000円以上333,000円未満の世帯 48,250 49,000 0 0

Ｄ14 301,000円以上 　333,000円以上365,000円未満の世帯 49,250 50,000 0 0

Ｄ15 397,000円未満 　365,000円以上397,000円未満の世帯 50,250 51,000 0 0

第８ Ｄ16
市民税所得割課税額
397,000円以上

　397,000円以上の世帯 52,250 53,000 0 0

注

副食費免除範囲（国）

第３子のみ副食費免除範囲（国）

第３階層のＣ01の｢市長が認める世帯｣とは、母子、父子世帯又は在宅障害児(者)のいる世帯です。

定　　　義

　※　保育所、幼稚園等へ同時入所
・ ・ ・ ・

している世帯について、

3歳未満児 3歳以上児階層区分

第３

第４

　
　　⑴　１番年齢の高い児童・・・・・徴収基準額（月額）の全額
　　⑵　２番目に年齢の高い児童・・・徴収基準額（月額）の半額
　　⑶　３番目以降の児童・・・・・・保育料無料になります。
　
　　※　市民税所得割課税額が57,700円未満の世帯については、年長
　　　児が卒園しても軽減が継続されます。
　　※　ひとり親世帯及び在宅障がい者世帯の課税世帯のうち市民
　　　税所得割課税額が77,100円以下の世帯については、１人目は
　　　9,000円、２人目以降は無料になります。

　

　生活保護世帯

18,500

徴収基準額（月額）単位円

保育認定を受けた子どもの負担金徴収基準額表（２号認定・３号認定用）

19,000

　　　　（保育園、認定こども園保育園部分及び地域型保育所保育料）

※ 同世帯に満１８歳未満の児童（１８歳に達する日以後最初の３月３１日までの間を含む。）を現に３人以上扶養している世帯
（市民税所得割課税額が９７，０００円未満の世帯に限る。）のうち

● 上記⑵に該当する第３子以降の児童については、保育料が無料
● 第３子以降の児童が１人入所、又は２人以上同時入所の１人目は、基準額の２/３

（例）第１子（高校生） （例）第１子（中学生） （例）第１子（小学生）
第２子（小学生） 第２子（小学生） 第２子（保育園）
第３子（保育園）保育料２／３ 第３子（保育園） 保育料 ２／３ 第３子（保育園）保育料 無 料

第４子（保育園） 保育料 無 料

〇副食費の実費徴収対象者

Ｄ０１階層の一部からＤ１６階層に属する第１子・第

２子

※ 母（父）子世帯・在宅障害者世帯は、Ｄ０３Ｂ階層からＤ１６階層

属する第１子・第２子


